
報 道 資 料 
保育所職員の新型コロナウイルス感染症の判明について（第 2 報） 

令和３年１月 19 日（火） 

天 理 市 

 職員１名の新型コロナウイルス感染が判明した天理市立北保育所において、新たに同保育所職員 1 名

の感染が判明（市職員 5 例目）したことに伴い、下記のとおり対応を行っています。 

 

記 

１ 当該職員の概要 

所属 市立北保育所職員 

 

２ 感染状況と経緯の概要 
  

検体採取日 １月 19 日（火） 結果判明日 １月 19 日（火） 
入院等の日 

（予定等も含む） 
管轄保健所において 

調整中 
特記事項 

（行動歴等） 
12～16 日（火、土）   出勤（マスク着用） 
１月 17 日（日）     休日 
１月 18 日（月）     出勤（マスク着用） 

同僚の職員の陽性判明 
１月 19 日（火）     抗原検査を受検 

陽性判明 
 

３ 対応状況 
（１）当該施設の対応等 

  〇 既報（1 月 18 日付）のとおり、当該保育所において、職員１名の感染が判明したことに伴い、

本日（１月 19 日）、臨時休業し、職員と接触のあった児童 38 名、職員４名の検査を実施した

結果、児童全員と職員 3 名が陰性でしたが、当該職員 1 名の陽性が判明しました。 

  〇 本日検査を実施した者以外の当該職員と接触者のあった、児童、職員について明日（1 月 20

日）に PCR 検査等を実施します。 

〇 当該保育所では、1 月 18 日と 19 日に施設内の消毒を実施しました。 

   〇 現在、所管保健所と連携して調査を進め、関係者の検査結果等の感染状況の確認や経過観察

に必要な間、臨時休業を延長します。 

 

（２）今後の感染拡大防止に向けた取組み 

  ・引き続き、職員に対し「マスクの着用を含む咳エチケット」「手洗い等による手指消毒」「人と人

との距離の確保」「出勤前の検温」「換気の徹底」等を行うよう、周知を徹底します。 

 

※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１６条第２項による個人情報保護の

観点から、感染した職員及び家族等が特定されることのないよう、格段のご配慮をお願いいたし

ます。 

※ 施設等への取材は、ご遠慮いただきますようお願いいたします。 


